
８ …問合せ先  …申込み  …日時  …場所  …対象  …予約  …料金 緯…電話番号

　令和６年10月分（令和６年12月支給分）から児童手当の制度が変わります。制度改正により新たに

申請が必要な方には申請書類を送付しております。

●制度改正の内容

変　更　後

（令和６年10月分から）

変　更　前

（令和６年９月分まで）
変更内容

な　し
・所得制限以上で特例給付

・所得上限以上で支給なし
所得制限

高校生年代まで

（18歳に達する日以後の最初の３月31日まで）

中学校修了まで

（15歳に達する日以後の最初の３月31日まで）
支給対象年齢

〈３歳未満〉

・第１子、第２子　15，000円

・第３子以降　　　30，000円

〈３歳以上〉

・第１子、第２子　10，000円

・第３子以降　　　30，000円

〈３歳未満〉　　　一律　15，000円

〈３歳～小学校修了まで〉

・第１子、第２子　　　10，000円

・第３子以降　　　　　15，000円

〈中 学 生〉　　　一律　10，000円

〈所得制限以上〉　一律　 5，000円

手当月額

偶数月（年６回）２月、６月、10月（年３回）給付月の変更

22歳に達する日以後の最初の３月31日まで18歳に達する日以後の最初の３月31日まで
第３子以降の
カウント方法

児童手当制度改正のお知らせ

①所得上限限度額以上の所得があり、支給対象外となっている方

②高校生年代の児童のみを養育している方

③現在受給中で、新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子が

いる方（現在受給中の子と合わせて３人以上となる方のみ）

※児童手当または特例給付を受給中の方は原則申請不要ですが、役場で把握できない方もいますので

　不明なことがありましたら下記までお問合せください。
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●申請が必要な方

３ 手当月額の増額
２ 支給対象年齢の拡大

４ 給付月の変更

5 第３子以降のカウント方法

１ 所得制限の撤廃 主な変更点は
こちら ！！

※４月１日生まれの児童は、18歳の誕生日の前日の３月31日まで。




